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○ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について（平成１

８年３月３１日老振発第0331003号 老老発0331016号 厚生労働省老健局振興課長、老人保健課長連名通知）

（変更点は下線部）

改 正 前 改 正 後

第一 （略） 第一 （略）

第二 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支 第二 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

１・２ （略） １・２ （略）

３ 運営に関する基準 ３ 運営に関する基準

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略）

⑺ 介護予防支援業務の委託について ⑺ 介護予防支援業務の委託について

法第百十五条の二十一第三項により、指定介護予防支援事業者 法第百十五条の二十三第三項により、指定介護予防支援事業者

は、指定居宅介護支援事業者に介護予防支援業務の一部を委託で は、指定居宅介護支援事業者に介護予防支援業務の一部を委託で

きることとされており、基準第十二条は、当該委託を行う場合に きることとされており、基準第十二条は、当該委託を行う場合に

ついて規定したものであり、次の点に留意する必要がある。 ついて規定したものであり、次の点に留意する必要がある。

① （略） ① （略）

② 指定介護予防支援事業者が業務の一部を委託をする場合には、 ② 指定介護予防支援事業者が業務の一部を委託をする場合には、

基準第三十条第七号に規定するアセスメント業務や介護予防サ 基準第三十条第七号に規定するアセスメント業務や介護予防サ

ービス計画の作成業務等が一体的に行えるよう配慮しなければ ービス計画の作成業務等が一体的に行えるよう配慮しなければ

ならない。 ならない。また、受託する指定居宅介護支援事業者が本来行う

べき指定居宅介護支援の業務の適正な実施に影響を及ぼすこと

のないよう、委託する業務の範囲及び業務量について十分に配

慮しなければならない。

③ 指定介護予防支援事業者が業務の一部を委託をする居宅介護 ③ 指定介護予防支援事業者が業務の一部を委託をする居宅介護

支援事業者は、都道府県が実施する研修を受講する等介護予防 支援事業者は、都道府県が実施する研修を受講する等介護予防

支援業務に関する必要な知識及び能力を有する介護支援専門員 支援業務に関する必要な知識及び能力を有する介護支援専門員

が従事する事業者である必要がある。 が従事する事業者である必要がある。

④ 一の指定居宅介護支援事業者に委託できる件数は、当該指定

居宅介護支援事業所について、常勤換算方法で算定した介護支

援専門員一人当たり八件以内である必要がある。ただし、平成

十八年四月一日以前に既に居宅介護支援事業者の指定を受けて

いる事業者に委託する場合には、平成十九年三月三十一日まで
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の期間については、この限りでないこととされている。また、

基準第十二条第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

に該当する地域（厚生労働大臣が定める地域（平成十二年厚生

省告示第二十四号）に定める地域と同じ。）に住所を有する利

用者に係る指定介護予防支援の委託については、委託できる件

数の上限には含めないこととされている。

なお、委託を行ったとしても、指定介護予防支援に係る責任主 なお、委託を行ったとしても、指定介護予防支援に係る責任主

体は指定介護予防支援事業者である。指定介護予防支援事業者は、 体は指定介護予防支援事業者である。指定介護予防支援事業者は、

委託を受けた指定居宅介護支援事業所が介護予防サービス計画原 委託を受けた指定居宅介護支援事業所が介護予防サービス計画原

案を作成した際には、当該介護予防サービス計画原案が適切に作 案を作成した際には、当該介護予防サービス計画原案が適切に作

成されているか、内容が妥当か等について確認を行うこと、委託 成されているか、内容が妥当か等について確認を行うこと、委託

を受けた指定居宅介護支援事業者が評価を行った際には、当該評 を受けた指定居宅介護支援事業者が評価を行った際には、当該評

価の内容について確認を行い、今後の方針等について必要な援助 価の内容について確認を行い、今後の方針等について必要な援助

・指導を行うことが必要である。 ・指導を行うことが必要である。

また、指定介護予防支援事業者は、委託を行った指定居宅介護 また、指定介護予防支援事業者は、委託を行った指定居宅介護

支援事業所との関係等について利用者に誤解のないよう説明しな 支援事業所との関係等について利用者に誤解のないよう説明しな

ければならない。 ければならない。

⑻～⒆ （略） ⑻～⒆ （略）

４ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 ４ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

⑴ 基準第三十条は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開 ⑴ 基準第三十条は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開

催、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービス計画の実施 催、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービス計画の実施

状況の把握などの介護予防支援を構成する一連の業務のあり方及 状況の把握などの介護予防支援を構成する一連の業務のあり方及

び当該業務を行う担当職員の責務を明らかにしたものである。 び当該業務を行う担当職員の責務を明らかにしたものである。

なお、利用者の課題分析（第六号）から介護予防サービス計画

の利用者への交付（第十一号）に掲げる一連の業務については、

基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を

列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべ

きものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、

効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順

序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、

それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに

実施し、その結果に基づいて必要に応じて介護予防サービス計画

を見直すなど、適切な対応しなければならない。

①～⑥ （略） ①～⑥ （略）

⑦ 課題分析における留意点（第七号） ⑦ 課題分析における留意点（第七号）
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担当職員は、課題の把握（以下「アセスメント」という。） 担当職員は、課題の把握（以下「アセスメント」という。）

に当たっては、必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家 に当たっては、利用者が入院中であることなど物理的な理由が

族に面接して行わなければならない。この場合において、事前 ある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家

に要支援認定の認定調査結果、主治医意見書等により、一定程 族に面接して行わなければならない。この場合において、事前

度利用者の状態を把握しておく必要がある。また、面接に当た に要支援認定の認定調査結果、主治医意見書等により、一定程

っては、利用者やその家族との間の信頼関係、協働関係の構築 度利用者の状態を把握しておく必要がある。また、面接に当た

が重要であり、担当職員は、面接の趣旨を利用者及びその家族 っては、利用者やその家族との間の信頼関係、協働関係の構築

に対して十分に説明し、理解を得なければならない。なお、こ が重要であり、担当職員は、面接の趣旨を利用者及びその家族

のため、担当職員は面接技法等の研鑽に努めることが重要であ に対して十分に説明し、理解を得なければならない。なお、こ

る。 のため、担当職員は面接技法等の研鑽に努めることが重要であ

る。

また、当該アセスメントの結果について記録するとともに、 また、当該アセスメントの結果について記録するとともに、

基準第三十条第二項の規定に基づき、当該記録は、二年間保存 基準第三十条第二項の規定に基づき、当該記録は、二年間保存

しなければならない。 しなければならない。

⑧～⑮ （略） 介護予防サービス計画原案の作成（第八号） ⑧～⑮ （略）

⑯ 介護予防サービス計画の変更の必要性についてのサービス担 ⑯ 介護予防サービス計画の変更の必要性についてのサービス担

当者会議等による専門的意見の聴取（第十六号） 当者会議等による専門的意見の聴取（第十六号）

担当職員は、利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた 担当職員は、利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた

場合など本号に掲げる場合には、サービス担当者会議の開催、 場合など本号に掲げる場合には、サービス担当者会議の開催、

サービスの担当者に対する照会等により、介護予防サービス計 サービスの担当者に対する照会等により、介護予防サービス計

画の変更の必要性について、サービスの担当者から、専門的な 画の変更の必要性について、サービスの担当者から、専門的な

見地からの意見を求めるものとする。 見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理

由がある場合については、サービス担当者に対する照会等によ

り意見を求めることができるものとする。なお、ここでいうや

むを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、

サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が

得られなかった場合や居宅サービス計画の変更から間もない場

合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定され

る。

当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容 当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容

については記録するとともに、基準第二十八条第二項の規定に については記録するとともに、基準第二十八条第二項の規定に

基づき、当該記録は、二年間保存しなければならない。 基づき、当該記録は、二年間保存しなければならない。

また、前記のサービスの担当者からの意見により、介護予防 また、前記のサービスの担当者からの意見により、介護予防

サービス計画の変更の必要がない場合においても、記録の記載 サービス計画の変更の必要がない場合においても、記録の記載

及び保存について同様である。 及び保存について同様である。
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⑰ 介護予防サービス計画の変更（第十七号） ⑰ 介護予防サービス計画の変更（第十七号）

担当職員は、介護予防サービス計画を変更する際には、原則 担当職員は、介護予防サービス計画を変更する際には、原則

として、基準第三十条第三号から第十一号までに規定された介 として、基準第三十条第三号から第十一号までに規定された介

護予防サービス計画作成に当たっての一連の業務を行うことが 護予防サービス計画作成に当たっての一連の業務を行うことが

必要である。 必要である。

なお、利用者の希望による軽微な変更を行う場合には、この なお、利用者の希望による軽微な変更（例えばサービス提供

必要はないものとする。ただし、この場合においても、担当職 日時の変更等で、担当職員が基準第三十条三号から第十一号に

員が、設定された目標との関係を踏まえた利用者の状況や課題 掲げる一連の業務を行う必要性がないと判断したもの）を行う

の変化に留意することが重要であることは、同条第十三号（⑬ 場合には、この必要はないものとする。ただし、この場合にお

介護予防サービス計画の実施状況等の把握）に規定したとおり いても、担当職員が、設定された目標との関係を踏まえた利用

であるので念のため申し添える。 者の状況や課題の変化に留意することが重要であることは、同

条第十三号（⑬介護予防サービス計画の実施状況等の把握）に

規定したとおりであるので念のため申し添える。

⑱～㉑ （略） ⑱～㉑ （略）

㉒ 介護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売の介護 ㉒ 介護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売の介護

予防サービス計画への反映（第二十三号・二十四号） 予防サービス計画への反映（第二十三号・二十四号）

介護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売につい 介護予防福祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売につい

ては、その特性と利用者の心身の状況等と踏まえて、その必要 ては、その特性と利用者の心身の状況等と踏まえて、その必要

性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の自立支援は大き 性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の自立支援は大き

く阻害されるおそれがあることから、検討の過程を別途記録す く阻害されるおそれがあることから、検討の過程を別途記録す

る必要がある。 る必要がある。

このため、担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福 このため、担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福

祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売を位置付ける場合に 祉用具貸与及び介護予防特定福祉用具販売を位置付ける場合に

は、サービス担当者会議を開催し、当該計画に介護予防福祉用 は、サービス担当者会議を開催し、当該計画に介護予防福祉用

具貸与及び介護予防特定福祉用具販売が必要な理由を記載しな 具貸与及び介護予防特定福祉用具販売が必要な理由を記載しな

ければならない。 ければならない。

なお、介護予防福祉用具貸与については、介護予防サービス なお、介護予防福祉用具貸与については、介護予防サービス

計画作成後必要に応じて随時サービス担当者会議を開催して、 計画作成後必要に応じて随時サービス担当者会議を開催して、

利用者が継続して介護予防福祉用具貸与を受ける必要性につい 利用者が継続して介護予防福祉用具貸与を受ける必要性につい

て専門的意見を聴取するとともに検証し、継続して介護予防福 て専門的意見を聴取するとともに検証し、継続して介護予防福

祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び介護 祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び介護

予防サービス計画に記載しなければならない。 予防サービス計画に記載しなければならない。

また、介護予防福祉用具貸与については以下の項目について また、介護予防福祉用具貸与については以下の項目について

留意することとする。 留意することとする。

ア 担当職員は、利用者の介護予防サービス計画に指定介護予 ア 担当職員は、利用者の介護予防サービス計画に指定介護予
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防福祉用具貸与を位置付ける場合には、「厚生労働大臣が定 防福祉用具貸与を位置付ける場合には、「厚生労働大臣が定

める者等」（平成十二年厚生省告示第二十三号）第十九号の める利用者等」（平成二十四年厚生労働省告示第九十五号）

イで定める状態像の者であることを確認するため、当該利用 第二十五号のイで定める状態像の者であることを確認するた

者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」（平成十二年厚 め、当該利用者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」（平

生省告示第九十一号）別表第一の調査票について必要な部分 成十二年厚生省告示第九十一号）別表第一の調査票について

（実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認ができ 必要な部分（実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人

る部分並びに基本調査の回答で当該利用者の状態像の確認が 確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該利用者の状態

必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」という。）を市 像の確認が必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」とい

町村から入手しなければならない。 う。）を市町村から入手しなければならない。

ただし、当該利用者がこれらの結果を担当職員へ提示する ただし、当該利用者がこれらの結果を担当職員へ提示する

ことに、あらかじめ同意していない場合については、当該利 ことに、あらかじめ同意していない場合については、当該利

用者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入手しな 用者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入手しな

ければならない。 ければならない。

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

㉓ （略） ㉓ （略）

⑵ 基準第三十一条は、利用者の要支援状態の改善又は悪化の防止 ⑵ 基準第三十一条は、利用者の要支援状態の改善又は悪化の防止

という介護予防の効果を最大限発揮するために留意すべき事項を という介護予防の効果を最大限発揮するために留意すべき事項を

定めたものであり、担当職員は、基準第三十一条に規定されてい 定めたものであり、担当職員は、基準第三十一条に規定されてい

る事項について常に留意しつつ、介護予防支援を提供する必要が る事項について常に留意しつつ、介護予防支援を提供する必要が

ある。 ある。

①～⑤ （略） ①～⑤ （略）

⑥ 同条第六号については、地域支援事業及び介護給付との連続 ⑥ 同条第六号については、地域支援事業及び介護給付との連続

性及び一貫性を持たせることを規定したものである。具体的に 性及び一貫性を持たせることを規定したものである。具体的に

は、要支援者の心身の状態が改善したり、悪化することにより、 は、要支援者の心身の状態が改善したり、悪化することにより、

地域支援事業における介護予防特定高齢者施策の対象者となっ 地域支援事業における二次予防事業の対象者となったり、要介

たり、要介護者と認定されることがある。また、介護予防特定 護者と認定されることがある。また、二次予防事業の対象者の

高齢者施策の対象者の心身の状態が悪化したり、要介護者の心 心身の状態が悪化したり、要介護者の心身の状態が改善するこ

身の状態が改善することにより要支援者と認定されることもあ とにより要支援者と認定されることもある。このような場合に、

る。このような場合に、利用者に対する支援が連続性及び一貫 利用者に対する支援が連続性及び一貫性を持って行われるよう、

性を持って行われるよう、指定介護予防支援事業者が地域包括 指定介護予防支援事業者が地域包括支援センター及び居宅介護

支援センター及び居宅介護支援事業者と連携を図るべきことを 支援事業者と連携を図るべきことを規定したものである。

規定したものである。

⑦～⑧ （略） ⑦～⑧ （略）

５ （略） ５ （略）


